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第７次小田原市総合計画書（第１期実行計画）制作業務仕様書 

 

１ 目的 

第７次小田原市総合計画におけるまちづくりの取り組みを、より多くの市民にわかりやすく伝える

ため計画書本編等を作成する。 

 

２ 業務の内容 

業務の内容は次のとおりとする。仕様書に記載されている業務以外で、目的に資する業務がある場

合は、当該業務に含めるものとする。 

（１） 業務概要 

ア 総合計画書本編、概要版、子ども版紙面のデザイン、レイアウト編集等 

イ 総合計画書本編、概要版、子ども版の作成、印刷製本 

（２） 仕様等 

ア 規格 

概ね以下のとおりとするが、企画提案に基づいて決定する。 

 本編 概要版 子ども版 

版型 Ａ４版（縦） 

印刷 カラー４色刷り、両面印刷 

用紙 指定しない 

電子データ 
ＰＤＦ及びillustrator又は Photoshop等編集可能なデータを 

保存した記録媒体（ＤＶＤ等） 

頁数 
140頁から170頁までの

範囲 
16頁 ８頁 

製本 
無線綴じ又は 

あじろ綴じ 
中綴じ 中綴じ 

部数 
見本部数10部に加えて

提案部数 
4,000部 5,000部 

イ 印刷物の内容 

本編の頁構成は、概ね別紙１のとおりを予定している。概要版及び子ども版は、本編の概要（主

に基本構想）を構成するものであり、冊子を通して総合計画及び市政をより身近なものと感じて

もらえるようなものを予定しているが、最終的な内容は受注者と市が協議して決定する。 

参考：第７次小田原市総合計画第１期実行計画（行政案） 

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/municipality/vision/7th/ 

 

印刷物には、市がたたき台や手書きラフ案として提示するイラスト、グラフ・表、図等を受注

者がデザイン・再構成して挿入する。原稿及び写真等は、原則として電子媒体によるものを市が

提供するが、受注者がこの契約内容に即して利用可能な写真を所有している場合は、その使用に

ついて市と協議できるものとする。 

カラーユニバーサルデザインや、見やすいフォント（ＵＤフォント）に配慮し、多くの人がわ
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かりやすいものとすること。 

ウ デザイン 

受託者は、契約締結後、表・裏・背表紙及び本文のデザイン・レイアウト案を複数（３案程度）

提示すること。 

エ 校正 

校正はレイアウト校正３回、文字校正３回、色校正１回を目安として行うこと。 

（３）納入場所 

〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300 小田原市企画部企画政策課 

（４）業務期間 

契約締結日から令和８年３月 31日まで 

 

３ 実施体制 

本仕様書に記載した業務を円滑かつ確実に遂行することが可能な体制を整備すること。また、業務

全体を統率する総括責任者及び進行管理者をおくこと。 

 

４ 著作権等について 

企画提案書に特段の記載がない場合、委託業務に関する著作権等は次のとおり取り扱う。 

（１） 納品された成果物や、委託業務に関する企画提案書等の著作権（著作権法第２７条・第２８

条に規定する権利を含む。）は、すべて発注者に譲渡するものとする。 

（２） 第三者が権利を有している画像等を使用する場合は、事前に権利者から二次利用を含めた

使用の許諾及び事後においても権利の主張を行わない旨の許諾を得た上で、必要となる一

切の手続き及び使用料の負担等は受託者が行うこと。 

（３） 成果物や委託業務で作成したチラシ等に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意

匠権及び所有権（以下著作権等という。）は、発注者が保有するものとする。 

（４） 受託者自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格を行使しないものとす

る。 

（５） 成果物や委託業務で作成したチラシ等に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物

等（以下「既存著作物」という。）の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 

（６） 成果物や委託業務で作成したチラシ等に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該

既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものと

する。 

 

５ その他 

（１） 受託者は、委託業務の実施を自ら行うものとし、他の者にその実施を再委託することができ

ない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けたときはこの限りではない。 

（２） 業務の実施にあたって、受託者単独での業務が困難な場合においては、受託者の有するネッ

トワークを活用のうえ、業務をサポートできる専門家等と連携し、最大の成果を生み出すよ

うに努めることとする。 

（３） 本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じた場合は、発注者と受託者で協議し、

進めることとする。 
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